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④ 新ひだか町 
計画期間 期間 公共交通に関する施策 

新ひだか町 
第 2 次総合計画 

2018（平成 30）
年度～ 
2027（令和 9）
年度 

・地域にとって真に必要な公共交通体系を考え、民
間交通事業者、国、北海道などの関係機関と協議・
連携しながら、持続可能な無理・無駄のない公共
交通網の構築に努めます。 
・公共交通網の構築にあたっては、健常者の利用だ
けではなく、自らバス等の公共交通機関を利用す
ることが困難な方々の移動手段、また、観光客をは
じめとする交流人口を獲得するために必要な公共
交通網など、町の将来を見据えながら、様々な視
点をもって検討を進めます。 

第 2 期新ひだか町 
創生総合戦略 

2020（令和 2）
年度～ 
2024（令和 6）
年度 

・既存の町内公共交通網の整理・集約化。 
・新たな技術や手法などを活用したデマンド交通等
の検討。 

新ひだか町 
都市計画 
マスタープラン 

2021（令和 3）
年度～ 
2040（令和 22）
年度 

・公共交通における有機的な接続を図ることにより、
円滑かつ効率性と利便性の向上を目指します。 

・お年寄りなど交通弱者の利便性向上を目指し、公
共交通の効率的な運行を検討推進することによ
り、持続可能な公共交通体系の構築に努めます。 
・交通弱者の生活交通を確保するために、交通事業
者だけではなく行政や利用者が連携し、持続可能
な公共交通体系の構築を目指します。 
・福祉バスなどの無料送迎バスについては、公共交
通への一元化など効率運行を検討します。 
・高齢者の生活交通と外出しやすい公共交通サービ
スを確保するために、乗合タクシーなど小型バスに
よる自宅前送迎の交通手段を検討します。 
・循環バスについては、利用者の状況を考慮し、利
便性の向上を検討します。 
・駅前広場を広域的な公共交通の結節点として位
置づけ、シームレスな公共交通体系の確立を目指
します。 
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⑤ 浦河町 
計画期間 期間 公共交通に関する施策 

第 7 次浦河町 
総合計画 

2017（平成 29）
年度～ 
2026（令和８）
年度 

・地域公共交通の確保・改善に向けた具体的方
策について、地域住民や交通事業者等の関係
機関と協議を行います。 
・「児童生徒の通学の足の確保」、「通院や買物な
ど町民の日常生活の足の確保」、「町内外の移
動を支える地域間幹線系統（日勝・日高沿岸
線）の運行維持」といった視点に基づき、持続可
能な地域公共交通のあり方について浦河町地
域公共交通確保維持改善協議会で協議・検討
を行います。 

浦河町 
都市計画 
マスタープラン 

2019（令和元）
年度～ 
2040（令和 22）
年度 

・地域全体の公共交通のあり方、住民・交通事業
者・行政の役割を示し、公共交通ネットワークの
利便性や効率性の向上を目指します。 

・路線バスのデマンド化、スクールバス混乗、ハイ
ヤー助成の導入などを検討します。 
・あらゆる交通体系の可能性を検証し、交通拠点
との連絡や利便性向上を図るための施設を検
討します。 
・運行本数の増加や浦河赤十字病院への乗り継
ぎ時間に配慮したダイヤ調整等を事業者ととも
に協議・検討します。 
・誰もが利用しやすい低床車両の導入や環境に
配慮した低公害車両の導入を推進します。 

浦河町 
老人保健福祉計画 

2021（令和 3）
年度～ 
2023（令和 5）
年度 

・シニアパスポート事業として、高齢者にバス運
賃・入浴料金助成ができるパスポートを発行し
ます。 

浦河町観光振興計画 

2023（令和 5）
年度～ 
2027（令和 9）
年度 

・町内での周遊観光を可能とするタクシープラン
やレンタサイクルの導⼊を検討します。 
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⑥ 様似町 
計画期間 期間 公共交通に関する施策 

第 9 次様似町 
総合計画 

2021（令和 3）
年度～ 
2030（令和 12）
年度 

・「地域公共交通計画」を策定し、近隣町を結ぶ公共
交通が維持できるよう支援し、将来にわたって“住
民の足”を確保することを目指します。 
・高齢社会や交通空白地帯に対応するための「コミ
ュニティバス」や「乗合タクシー」などについて、各種
補助や支援制度を含めた本町に合った交通サービ
スの提供を目指します。 

様似町 
高齢者保健福祉計画 

2021（令和 3）
年度～ 
2023（令和 5）
年度 

・町内の 65 歳以上の高齢者の方（身体障害者や生
活保護受給者は除く）が、町内または隣町の医療
機関に路線バスで通院する際の運賃について、そ
の半額を助成しています。今後も通院負担の軽減
のため事業を継続します。 

⑦ えりも町 
計画期間 期間 公共交通に関する施策 

第６期えりも町 
総合計画 

2016（平成 28）
年度～ 
2025（令和７）
年度 

・町の委託によるＪＨＢ（ジェイ・アール北海道バス）の
運行存続 
・広域連携による公共交通の確保 
・新たな形態による交通手段 

第 2 期えりも町 
まち・ひと・しごと 
創生総合戦略 

2020（令和 2）
年度～ 
2024（令和 6）
年度 

・地域の足である公共交通（ＪＨＢ及びタクシー）を維
持するための利用促進を進めるとともに、将来に向
けて、関係機関と連携して持続可能な地域公共交
通の活性化や再生に取り組むために、関係機関と
ともに地域公共交通計画の作成を検討します。 

第８期えりも町 
高齢者福祉計画 

2021（令和３）
年度～ 
2023（令和５）
年度 

・高齢者の生きがいづくりと健康増進、さらには孤独
感の解消等を目的として、公衆浴場のある高齢者
センターへ無料の送迎バス（福祉バス）を運行し、
外出の支援を実施しています。 
・要介護認定を受けた在宅高齢者が、町内の医療機
関に通院する際、公共交通機関の利用や家族等の
介護が困難な場合に、えりも町社会福祉協議会の
ホームヘルパーが介護保険サービスと一体の移送
サービスを提供しています。 
・えりも町社会福祉協議会が実施する福祉有償運送
事業の利用者のうち、要介護状態にある高齢者の
人工透析療法患者に係る通院をサポートするた
め、ホームヘルパーが添乗して移送を行います。 
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(６) 本計画の位置づけ 
本計画は、国の法制度・関連計画や北海道の上位計画を踏まえ、日高地域の各町の関連計画

との整合を図りながら、当地域の公共交通マスタープランとなる日高地域公共交通計画を策定

します。 
 

 
図 1-3 計画の位置づけ 
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(７) 地域内の公共交通の位置づけ 
日高地域の公共交通ネットワークは、「北海道交通政策総合指針」で定める北海道型公共交

通ネットワークの基本イメージ(幹線交通、広域交通及び生活圏交通の３階層)を踏まえた上で、

地域の公共交通の実態を勘案し、次のとおり広域交通、地域間交通及び生活圏交通に各種の公

共交通を位置づけました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1-4 「中核都市」「中核都市群」 
「地域中心都市」 

資料：北海道総合計画（北海道総合政策部） 

→　中核都市の該当なし
→　中核都市の機能を補完する地
　域中心都市には新ひだか町及び
　浦河町が該当するため、これら
　と周辺地域とのネットワークに
　ついては「広域交通」及び「地
　域間交通」として整理

→　中核都市（群）(札
　幌市、苫小牧市)と、
　地域中心都市(新ひだ
　か町、浦河町)や周辺
　市町村を結ぶ
→　通学・通院・通勤
　・買物・観光等、多
　様な目的で利用

→　地域中心都市(新ひ
　だか町、浦河町)と周
　辺市町村を結ぶ
→　通学・通院・通勤
　・買物等、地域を越
　えた生活目的のため
　利用

→　各市町村内の各地区と拠点を
　結ぶ交通
→　地域内での通学・通院・通勤
　・買物等、地域住民の日常生活
　に不可欠

中核都市間等を結ぶ本道の
骨格となるネットワーク

単一市町村・周辺エリアでの
日常生活に

密接した交通ネットワーク

【該当なし】

【該当モード】
御園線、上野深～浦河老人ホー

ム、千栄線、広富線、豊郷線、新
和太陽古岸線、美宇東川線、若園

大富線

【該当モード】
高速えりも号、高速ひろ
おサンタ号、特急とまも
号、高速ペガサス号、苫

小牧～静内間

中核都市と
地域中心都市や

周辺市町村等を結ぶ
ネットワーク

【該当モード】
静内～浦河老人ホーム

間、静内～様似間、苫小
牧～平取間、日高ターミ
ナル～静内間、様似～広

尾間

地域中心都市と
周辺市町村等を結ぶネッ

トワーク

本道の発展を牽引する路線
　高速性・大量輸送を担う
ネットワークの継続と、
その基盤の充実を進める

観光客の周遊促進や地域住民が都市
　機能を享受するため必要

　地理的条件等踏まえ、持続的な公共
　交通の維持・確保や機能強化を進める

地域住民の日常生活に必要
　それぞれの地域の

まちづくりの形に応じ、
きめ細かな対応を進める

幹線交通 生活圏交通広域交通 地域間交通

北海道交通政策総合指針で示される北海道型公共交通ネットワークの基本イメージ

生活圏交通広域交通幹線交通

中核都市間等を結ぶ本道の
骨格となるネットワーク

【鉄道、航空機、都市間バス】

中核都市や地域中心都市と周辺市町村
などを結ぶネットワーク

【鉄道、都市間バス、乗合バス、離島航路】

単一市町村・周辺エリアでの日常
生活に密接した
交通ネットワーク

【乗合バス、タクシー、
　デマンド型交通】

同指針を踏まえた、日高地域における各種交通の位置づけ


